
情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況
　市情報公開条例・個人情報保護条例に基づき、令和４年度の情報公開制度と個人情報保護制度の運
用状況をお知らせします。
情報公開制度とは　�市が保有する情報（行政文書）を市民などからの請求により公開する制度です。

個人情報保護制度とは　
�　市が個人情報の取り扱いルールをしっかりと守り、プライバシーが侵害されないようにするととも
に、市民が自分の個人情報の開示や訂正をする権利を定めた制度です。

実施機関別の請求などの件数と処理状況 （単位　件）

実施機関の区分 件数
処理状況

全部開示 部分開示 不開示 却下 取り下げうち不存在
市長 4 3 1 0 0 0 0
教育委員会 1 1 0 0 0 0 0

●�実施機関のうち、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者およ
び議会に対する開示請求はありませんでした。
●審査請求はありませんでした。

実施機関別の請求などの件数と処理状況 （単位　件）

実施機関の区分 件数
処理状況

全部開示 部分開示 不開示 却下 取り下げうち不存在
市長 108 24 60 22 22 0 2
教育委員会 15 10 5 0 0 0 0
監査委員 2 0 2 0 0 0 0
農業委員会 1 0 1 0 0 0 0
水道事業管理者 2 1 0 0 0 0 1
議会 12 1 9 0 0 0 2

●�実施機関のうち、選挙管理委員会および固定資産評価審査委員会に対する開示請求はありませんでした。
●審査請求は３件ありました。

問本庁総務課　☎44－7000
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用
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や
駐
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場
な

ど
に
転
用
す
る
際
は
、
申
請
が
必

要
で
す
。

●
一
時
的
な
農
地
の
転
用
は
？

　
工
事
な
ど
で
、
一
時
的
に
資
材

置
場
や
残
土
置
場
と
し
て
利
用
す

る
場
合
も
申
請
が
必
要
で
す
。

●
対
象
と
な
る
農
地
は
？

　
全
て
が
対
象
と
な
り
、
耕
作
し

て
い
な
い
農
地
（
遊
休
農
地
）
も

申
請
が
必
要
で
す
。

●
太
陽
光
パ
ネ
ル
の
設
置
は
？

　
農
地
へ
の
太
陽
光
パ
ネ
ル
の
設

置
に
も
申
請
が
必
要
で
す
。
業
者

に
発
注
す
る
前
に
、
必
ず
農
業
委

員
会
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
許
可
な
く
転
用
し
た
ら
？

　
無
断
で
転
用
し
た
場
合
、
農
地

法
違
反
と
な
り
、
工
事
の
中
止
や

原
状
回
復
な
ど
の
命
令
が
出
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
従
わ
な

い
場
合
、
罰
則
も
あ
り
ま
す
。

※�

農
振
農
用
地
や
優
良
農
地
の
場

合
は
原
則
許
可
で
き
ま
せ
ん
。
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農
振
農
用
地
の
場
合
、
本
庁
産

業
振
興
課（
☎
４
４

－９
０
３
５
）

へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
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農
地
の
適
正
な
管
理
を

　
農
地
を
耕
作
し
な
い
ま
ま
放
置

す
る
と
荒
地
に
な
り
、
病
害
虫
の

温
床
や
有
害
鳥
獣
の
す
み
か
に
な

る
な
ど
、
周
り
の
農
地
や
生
活
環

境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　
草
刈
り
や
除
草
な
ど
を
行
い
、

適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
市
農
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委
員
会
事
務
局

�

☎
４
４

－

９
０
１
２

 

戦
没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
親
善
事
業

　

日
本
遺
族
会
は
、「
戦
没
者
遺

児
に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」

の
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
同
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら

補
助
を
受
け
実
施
し
て
い
ま
す
。

先
の
大
戦
で
父
等
を
亡
く
し
た
戦

没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し
て
、
父

等
の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、

慰
霊
追
悼
を
行
う
と
と
も
に
、
同

地
域
の
住
民
と
友
好
親
善
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

費　
用　
参
加
費
と
し
て
10
万
円

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
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